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５ 物件調書 
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○ この調書は、事業への参加希望者が現地を確認する上での参考資料です。お申込みの前に、必ず現地を

ご確認ください。 

 

○ 最寄り駅からの距離は、駅から物件までの概ねの直線距離を表示しています。 

 

○ 道路幅員は、原則として現況の幅員を表示していますので、建物建築等に伴い必要となる道路後退等につ

いては、関係機関にご確認ください。 

 

○ 土地利用に必要な接道条件（幅員、連続性等）については、関係機関と十分協議してください。 

 

○ 各種供給処理施設（上・下水道、電気、ガス等）の利用にあたっては、各事業者と十分協議してください。
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物  件  明  細 

  

物件番号 事業用地名称 瓜破東１丁目住宅用地 

交通機関 大阪市営地下鉄 谷町線「喜連瓜破駅」下車 南東へ約650m 
１ 所 在 地 

大阪市平野区瓜破東一丁目 585番２ 

及び 845番３ 

面 積 
登記簿 ：2,124.05㎡ 

実 測  ：2,124.05㎡  
地 目 宅地 

【留意事項】 

1. 一定規模以上の建築物の建設計画に対して、建築確認等法令手続きに入る前に、

事前協議が必要になりますので、大阪市と協議してください。 

（問合わせ先 ： 大阪市都市計画局開発調整部開発誘導課） 

２．既存建築物、工作物や設備配管などの地下埋設物、その他当該事業用地に存するも

のすべてを現状有姿で売却しますので、物件の引渡しはあるがままの状態です。 

３．地上又は地中の別に関わりなく、これら既存建築物、工作物等を撤去される場合は落

札者の責任（費用負担含む）において関係法令を遵守のうえ適切に実施してください。 

撤去に際しては、大阪市環境局環境管理部環境管理課と協議・確認のうえ実施してく

ださい。 

４．845番3について、現在設置している敷地内ネットフェンスが里道へ越境していますの

で、当該敷地境界沿いへのブロック塀やフェンス設置の際には、大阪市所管部局と協

議し、境界を確認のうえ設置してください。 また、南側資材置き場の資材が事業用地

内フェンス沿いまで置かれています。 越境している場合や、施工上支障がある場合な

どの対応については、落札者にて隣接者と協議してください。 その他の越境物は確

認できていませんが、越境物があった場合は、落札者にて隣接者と協議してください。 

５．事業用地内には関電柱・ＮＴＴ柱があります。取扱い等については関西電力株式会社

及びＮＴＴ西日本と協議してください。 

６．消火栓の取り扱いについて、平野消防署と協議してください。 

７．文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地である「瓜破遺跡」に指定されており、

建物建築等の際は同法に基づく届出が必要です。 

（連絡先 : 大阪市教育委員会 生涯学習部 文化財保護担当 ）  

８．事業用地内に公共下水道施設（人孔及び取付管）が4か所存在するため、土地利用

計画に併せて不要なものの撤去等の処置をする必要があります。落札者の責任（費用

負担含む）において必要な処置を行ってください。なお、工事施工前に大阪市との協

議が必要です。  

【次頁へ続く】 

接面道路 

の状況 

活用用地①【585番 2】 

南側  ： 幅員 約 12.0ｍ（市道平野区第 2697号線） 

西側  ： 幅員 約 18.0ｍ（市道南霊園線） 

活用用地②【845番 3】 

北側  ： 幅員 約 12.0ｍ（市道平野区第 2697号線） 

西側  ： 幅員 約18.0ｍ（市道南霊園線） 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都市計画法 

市街化区域 

用途地域 

活用用地①【585番2】 

第１種中高層住居専用地域 

活用用地②【845番3】 

第１種中高層住居専用地域 

第２種中高層住居専用地域 

地域地区 準防火地域 

建ぺい率 60％ 容 積 率  200 ％ 

その他の法

令等 

文化財保護法(埋蔵文化財「瓜破遺跡」に該当する。) 

 

私道の負

担等に関

する事項 

負担の有無 無 

負担の内容 ― 

   

-
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○道路幅員は、原則として現況の幅員を表示していますので、建物建築等に伴い必要となる道路後退等については、関係機関にご確認ください。 

○土地利用に必要な接道条件（幅員、連続性等）については、関係機関と十分協議してください。 

○各種供給処理施設（上・下水道、電気、ガス等）の利用にあたっては、各事業者と十分協議してください。  

供
給
処
理
施
設
の
状
況 

区  分 配管等の状況 照会先及び電話番号  
【留意事項】 

 

問合わせ先 ： 大阪市建設局下水道河川部施設管理課 

「許認可申請等・排水協議窓口」（分室） 

 電話 06-6615-6260 

９. 左記の供給処理施設の状況は、各種台帳等により調査したものです。接続等につ

いては、事業者において各施設の管理者と協議してください。 

10．防犯灯の新設については、大阪市並びに地元自治会と協議してください。 

11．売買契約の締結後に、この物件に隠れたかしが発見されても、その担保責任は一

切負いません。 

公営水道 有 
大阪市水道局図面閲覧コーナー 

06-6208-0026 

電  気 有 
関西電力㈱東住吉営業所 

06-7504-0214 

都市ガス 有 
大阪ガス㈱マップメンテセンター 

06-6202-2141 

公共下水道 有 

大阪市建設局道路・ 

下水道資料閲覧コーナー 

06-6208-8415 

-
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建物の概要 

建
物
の
内
容
・本
件
は
未
登
記
物
件
で
す 

所在 大阪市平野区瓜破東１丁目845番３ 【留意事項】 

１．現状有姿による売却ですので、物件の引渡しはあるがままの形になります。 

２．建物内の残地物については、買受人の責任において関係法令を遵守のうえ適切

に処理してください。建物内部等には、テレビ、洗濯機、冷蔵庫、エアコン等の動

産があります。現状有姿による売却ですので、動産についてもあるがままでの引渡

しとなります。家電リサイクル法に基づく処理が必要なものについては、同法に基

づき適切に処理してください。 

３．売買契約後、引渡し物件に隠れたかし
．．
が発見されても、その担保責任は一切負

いません。 

４．建物、付属建物、諸設備（電気、ガス、水道等の供給設備）及び工作物は使用で

きません。 

５．既存建築物については、契約後２年以内に撤去してください。 

６．Ｐ.30～32の参考図は、増築工事（平成４年ごろ）の図面です。現状と異なる場合

は、現状を優先してください。なお、住棟新築時等の設計図面はありません。ま

た、下記URLで隣接区画に存在した同タイプ（２号棟）の住棟の撤去図面を参考

に公開します。あくまでも参考図ですので、現状と異なる可能性があります。ただ

し、１号棟東側階段の住戸については増築住戸ではなく２戸１住戸です。ご注意く

ださい。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku/youchikatsuyou/h28_1_nyusatsu.html 

７．一部部材に石綿（アスベスト）含有建材（石綿を含有すると認められる成形板）を

使用している可能性があります（留意事項６の図面参照）。この建物の解体・改修・

補修等を行う場合には、予め十分調査をした上で工事を行ってください。石綿含

有建材の使用が認められる場合は、「大気汚染防止法」、「労働安全衛生法」に基

づく「石綿障害予防規則」、「大阪府生活環境の保全に関する条例」等の規定に

基づく所定の手続きを行った上で適切に処理してください。 

【次頁へ続く】      

家屋番号 （未登記物件につき無し） 

種類 （未登記物件につき無し・財産名称は瓜破東住宅） 

構造 鉄筋コンクリート造４階建 

床面積 延床面積 1,104.51㎡ 

（注意：ここに記載の床面積は既存図面に記載されて

いるものであり、不動産登記法その他登記に必要となる

諸規則等の規定に基づく算定ではありません。） 

建築時期 昭和35・36年、平成4年増築 

附属建物 屋根付自転車置場 

所有者 大阪府 

戸数 １棟（20戸） 

工作物 フェンス等 

駐車場 なし 

閉鎖時期 平成25年 
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http://www.pref.osaka.lg.jp/jutaku/youchikatsuyou/h28_1_nyusatsu.html
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８．建物及び工作物を取壊し処分する際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法

律」などの関係法令に基づき、地中の杭基礎部分や埋設管等を含め適切に処理し

てください。 

９．建物は未登記ですので、ここに記載している床面積の数量は不動産登記法、その

他登記に必要となる諸規則等の規定に基づき算定されたものではありません。 
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（１）位置図 
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（２）平面図① 
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（２）平面図② 
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市道南霊園線 幅員18ｍ 
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（３）丈量図① 
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（３）丈量図② 
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（４）参考図-１ 

(4)参考図-3参照 
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（４）参考図-２ 

(4)参考図-3参照 
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（４）参考図-３ 

（1号棟東側階段（２戸１住戸）） 
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物件番号 事業用地名称 久宝寺住宅用地 
交通機関 

近鉄大阪線「久宝寺口駅」下車 南へ約 750ｍ 

ＪＲ大和路線「久宝寺駅」下車 北東へ約 950ｍ 
２ 所 在 地 八尾市久宝寺二丁目 77番２ 

面 積 
登記簿：1,135.68 ㎡ 

実  測：1,135.68㎡ 
地 目 宅地 

【留意事項】 

1. 一定規模以上の建築物の建設計画に対して建築確認等法令手続きに入る前に、事前

協議が必要になりますので、八尾市と協議してください。 

【問合せ先：八尾市建築部審査指導課開発指導室 TEL072-991-3881(代表)】 

２．工作物や地下埋設物、その他当該用地に存するものすべてを現状有姿で売却しますの

で、物件の引渡しはあるがままの状態です。 

３．地上又は地中の別に関わりなく、これら工作物等を撤去される場合は落札者の責任（費

用負担含む）において関係法令を遵守のうえ適切に実施してください。 

４．売買契約の締結後に、この物件に隠れたかしが発見されても、その担保責任は一切負い

ません。 

５．左記の供給処理施設の状況は、各種台帳等により調査したものです。接続等について

は、事業者において各施設の管理者と協議してください。 

６. 開発道路の仕上げ高さと久宝寺二丁目公園入口(二ヶ所)とのレベルを合わせてください。

詳細については事前に八尾市と協議してください。 

   【問合せ先：八尾市都市整備部土木管財課、みどり課 TEL072-991-3881(代表)】 

７. P.40に示す久宝寺二丁目104-2、104-3及び104-6との境界フェンスは基礎と共に撤去

し、久宝寺二丁目104-2北側の境界フェンスは基礎と共に存置してください。また、存置す

る境界フェンスの端部は適切に処理してください。工事に当っては、事前に隣接土地所有

者と協議してください。 

８．P.41に示す埋設塩ビ管は公園との境界部分で切断し、エンドキャップを施した上で撤去し

てください。また、西側境界沿のＵ型トラフは久宝寺二丁目公園へ雨水が流れているた

め、久宝寺二丁目公園との境界で閉塞し、当該地の雨水が流入しないようにしてください。

詳細については事前に八尾市と協議してください。 

   【問合せ先：八尾市都市整備部みどり課 TEL072-991-3881(代表)】 

９. 久宝寺二丁目公園の北側に隣接する宅地を計画する場合は、緑地や空間を公園側に

配置するなどの計画とし、公園利用者との円滑な関係に寄与するよう配慮してください。 

10．当該地と府営住宅との間の擁壁は府営住宅用地内にありますが、擁壁からの排水の処理

は当該地において行ってください。 

 

【次頁へ続く】 

接面道路 

の状況 
南側 ： 幅員 約 5.3ｍ（市道久宝寺第 33号線） 

法

令

等

に

基

づ

く

制

限 

都

市

計

画

法 

 

市街化区域 

 

 

用途地域 

 

第１種住居地域 

 

地域地区 

 

準防火地域 

 

建ぺい率 

 

 60％ 容 積 率  200％ 

そ

の

他

の

法

令

等 

 

文化財保護法(埋蔵文化財「久宝寺遺跡」に該当する。) 

 

 

私道の負担 

等に関する 

事項 

 

 

負担の有無 

 

 

無 

負担の内容 ― 

物  件  明  細 
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供

給

処

理

施

設

の

状

況 

区分 
配管等の状況 照会先及び電話番号 

【留意事項】 

 

11. 当該地の北西側で隣接地の住宅の庇の一部が越境していることが確認されています。こ

の取扱いについては、隣接土地所有者と協議して下さい。 

12．文化財保護法による周知の埋蔵文化財包蔵地である「久宝寺遺跡」に指定されており、

建物建築等の際は同法に基づく届出が必要です。 

【連絡先 : 八尾市教育総務部文化財課  TEL072-991-3881(代表)】 

13．当該地は本府が取得する以前は工場（鋳造所）用地であったことが S43年の住宅地図にお

いて確認されていますが、本府においては、土壌汚染調査は行っていません。 

14．当該地は昭和47年度に八尾市立久宝寺保育所が建設され、平成21年度末まで運営され

ていました。 

 

 

 

公営 

水道 
有 

八尾市水道局工事管理課 

072－923-6311【代表】 

電気 有 
関西電力㈱東大阪営業所 

06－7506－9594 

都市ガス 有 
大阪ガス㈱マップメンテセンター 

06－6202－2141 

公共下水

道 
有 

八尾市都市整備部下水道管理課 

072－924-3861 

○道路幅員は、原則として現況の幅員を表示していますので、建物建築等に伴い必要となる道路後退等については、関係機関にご確認ください。 

○土地利用に必要な接道条件（幅員、連続性等）については、関係機関と十分協議してください。 

○各種供給処理施設（上・下水道、電気、ガス等）の利用にあたっては、各事業者と十分協議してください。  

 



 

  

-
 
35

 
- 

物件位置 

 

 

 

  

（１）位置図 
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（２）平面図 

久宝寺二丁目公園 
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（３）丈量図-１ 

206 
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（３）丈量図-２ 
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（４）参考図-１ 

･･･開発道路整備範囲を示す。 

市に帰属、市道認定を受けてください。また、上記に示す範囲を延

長して開発道路を整備する場合も同様に市に帰属し、市道認定を

受けてください。 

久宝寺二丁目公園 

104-6 

104-3 104-2 
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（４）参考図-２ 

久宝寺二丁目公園 

104-6 

104-3 104-2 

境界フェンス撤去範囲（基礎共） 

境界フェンス存置（基礎共） 
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（４）参考図-３ 

Ｕ型トラフは久宝寺二丁目公園との境界部分で閉塞し、雨水が公園敷

地へ流入しないようにして下さい。 

埋設されている塩ビ管の端部は久宝寺二丁目公園との境界部分で切

断し、エンドキャップで閉塞してください。 

埋設されている塩ビ管（φ200深さ約80cm）は落札者が撤去して下さい。 

久宝寺二丁目公園 
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このページは空白です。  


